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保証人の責任制限と信義則
―東京地裁平成１７年１０月３１日判決の検討を通じて―
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� はじめに

東京地裁平成１７年１０月３１日判決１）は，主たる債務者と連帯して保証する旨の

保証期間及び極度額の定めのない包括根保証契約に基づく請求を受けた保証人

が，その包括根保証契約の成立と債権者である銀行の支払請求権の行使の信義

則違反を争った事案である。銀行が貸付残債権の元本と利息を請求したのに対

し，裁判所はその約４０％に相当する２２００万円をもって保証人に対する請求の限

度とした。

根保証契約に関しては，すでに，信義則に基づいて保証人の責任を限定する

数々の裁判例が存在しており，本判決もそれに加わる一事例である。しかし，

本判決は，それだけにとどまらず，信義則が，保証人の責任範囲を明確化する

だけではなく，債権者の行為を理由に保証人の免責をもたらす方向でも機能し

ていることを示す事例としても位置づけられ，興味深いものである。

１）東京地判平成１７・１０・３１金法１７６７号３７頁。
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� 事案の概要

１９６７（昭和４２）年，ＹとＢは，近隣地で輸送業等の同業を営んでいた関係で

知り合い，両者を実質的な共同経営者として訴外Ａ社（倉庫運輸株式会社）を

設立した。１９８３（昭和５８）年には，ＹがＡ社の取締役，Ｂがその代表取締役で

あった。

１９８３（昭和５８）年７月，ＢとＦ銀行（富士銀行，後の X銀行）との間で銀

行取引約定が締結され，１９８３（昭和５８）年８月２３日，ＹとＦ銀行との間で本件

包括根保証契約が締結された（同年月日，ＹとＦ銀行の間にも銀行取引約定が

締結され，ＢとＦ銀行との間の包括根保証契約も締結されている）。ＢはＦ銀

行から，１９８６（昭和６１）年頃までの間に１０回以上消費貸借契約を締結しており，

１９９１（平成３）年４月に，墓石の購入資金として融資が実行された。しかし，

後にＢが破産宣告を申し立てる１９９６（平成８）年４月頃，ＢのＦ銀行に対する

債務は，おおむね本件消費貸借契約①に基づく残債務であった。また，１９８３（昭

和５８）年頃，Ａ社の業績は好調で，Ｂ自身も所有不動産などそれなりの資産を

有していた。

Ａ社は，１９８３（昭和５８）年５月，Ｆ銀行に当座勘定取引口座を開設して取引

を開始しており，１９９１（平成３）年当時，Ｆ銀行に対して約２億円の債務を負

担していた。財務状況が悪化して業績改善の必要に迫られたＡ社は，Ｂ及びＹ

のＡ社からの借入金が多額になっていることをＦ銀行から指摘されたため，Ｂ

及びＹにおいてＦ銀行から１億円ずつを借り入れて，その借入金でＢ及びＹの

Ａ社に対する借入金を弁済し，Ａ社はその弁済資金をもってＦ銀行に対する借

入金を返済することになった。Ｆ銀行は，Ｂ及びＹの妻がそれぞれ夫の債務を

連帯保証すること，Ｂ及びＹの各所有不動産にそれぞれ第１順位で，極度額１

億円の根抵当権を設定することを条件として，Ｆ銀行からＢ及びＹに対してそ

れぞれ１億円の融資をすることとして，Ｂ及びＹとの間で，同年４月１２日，本

件消費貸借契約①及び同②を，同月１７日に，Ｂ及びＹ所有の各不動産にそれぞ

れ本件根抵当権①及び同②にかかる各根抵当権設定契約をそれぞれ締結した
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（同年５月２日根抵当権設定登記）。Ｆ銀行からＢ及びＹに対する貸付けは現

実の出金を伴わないもので，帳簿上，Ａ社のＦ銀行に対する２億円の債務が，

Ｂ及びＹのＦ銀行に対する各１億円ずつの債務に振り替えられた。

１９９１（平成３）年４月当時，Ｂ及びＹ所有の各不動産には，第１順位に，債

務者をＡ社，権利者をＦ銀行とする極度額２億円の本件根抵当権③（Ｂ及びＹ

所有の各不動産を共同担保とする根抵当権，１９８３（昭和５８）年７月３０日設定契

約，同年１０月及び同年１１月登記）が，第２順位に，債務者をＡ社，権利者を訴

外Ｄ銀行（第一勧業銀行）とする極度額１億５０００万円の本件根抵当権④（Ｂ及

びＹ所有の各不動産を共同担保とする根抵当権，１９８８（昭和６３）年３月１８日設

定契約，同年４月登記）がそれぞれ設定され，その旨の登記がなされていた。

Ｆ銀行の担当者Ｃは，Ｂ及びＹとＦ銀行との間で本件根抵当権①及び同②を

締結する際，前記各根抵当権と第１順位に設定されていた本件根抵当権③との

順位を変更する予定ではあったが，そうはしなかった。Ｆ銀行は，本件根抵当

権③によって把握されている担保価値と本件根抵当権①及び同②とによって把

握される価値との間に変動はないので，Ｄ銀行において本件順位変更に同意を

するものとの考えで，事前に，Ｄ銀行に同意の有無を確認したり，同意を要請

したりすることなく，本件根抵当権①及び同②を設定すると同時に，本件根抵

当権③の抹消登記手続（１９９１（平成３）年４月３０日解除，同年５月２日及び１５

日抹消登記）をした。

Ｄ銀行は本件順位変更につき同意をせず，本件根抵当権③の抹消登記手続に
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より，本件根抵当権④の順位が上昇し，本件根抵当権④は本件根抵当権①及び

同②の先順位となった。そのため，Ｂは，Ｃの示唆によって，１９９２（平成４）

年９月４日，本件消費貸借契約①に基づくＢのＦ銀行に対する債務につき，Ａ

社のＦ銀行に対する５０００万円の定期預金債権を担保として提供した。

１９９２（平成４）年春頃，Ｆ銀行からＹに対して，ＢのＦ銀行への借入金の返

済が滞っているとの連絡があり，同年１２月１日付で，ＹがＡ社の代表取締役に

就任して，Ａ社の銀行関係の処理の担当を交代した。この頃，Ａ社の業績はか

なり悪化していて，１９９３（平成５）年１月下旬頃，Ａ社は，Ｆ銀行を含む取引

銀行に対して，借入金の元本返済を据え置き，金利のみの支払をする旨申し入

れるなどした。Ｂは１９９４（平成６）年６月に代表取締役を辞任し，同年９月に

は取締役も辞任した。１９９４（平成６）年１０月，Ａ社はＢとの間で，Ｂ所有の不

動産について７０００万円で売買契約を締結した。

１９９６（平成８）年４月５日，Ｂは自己破産を申し立て，本件消費貸借契約①

について期限の利益を喪失した。１９９９（平成１１）年９月２１日，Ｆ銀行は破産者

Ｂの破産管財人から本件消費貸借契約①につき６９万１９３４万円の配当金を受領し

た。

Ｆ銀行は，Ｙに対し，１９９７（平成９）年３月，本件包括根保証契約に基づき，

本件保証債務の履行を求めたところ，Ｙから本件包括根保証契約の締結を否定

され，前記履行請求を拒否する旨の回答を得たため，Ｙ方を訪問するなどして

調査を行った。Ａ社とＦ銀行ないしＸ銀行（みずほ銀行）との間の当座勘定取

引は，２００４（平成１６）年１１月１５日まで行われた。２００２（平成１４）年４月，会社

分割により，Ｆ銀行とＹとの間の権利義務関係がＦ銀行からＸへ免責的かつ包

括的に承継された。Ｘは，２００４（平成１６）年２月２７日に至って，本件消費貸借

契約①に基づく債務につき，Ｙに対して保証債務の履行（８１３８万１５５６円及び内

金５４５１万９３６９円に対する平成１１年９月２１日から支払済みまで年１４％の割合（年

３６５日の日割計算）による金員）を請求する本訴を提起した。
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� 判旨

本件の主な争点は，�Ｆ銀行とＹとの間に，Ｂを主債務者とするＹによる包

括根保証契約が成立したかどうか，�ＸのＹに対する包括根保証契約に基づく

本件保証債務の支払請求は信義則に反するかどうか，�本件保証債務は時効に

より消滅しているかどうか，の３点であった。それぞれに対する裁判所の判断

の要旨は以下のとおりである。

１ 包括根保証契約の成否

本件保証書の連帯保証人欄のＹ名義の署名はＹの自署によるものであり，Ｙ

名下の印影がＹの印章によって顕出されたものであることは当事者間に争いが

ないので，本件保証書は，特段の反証のない限り，Ｙの意思に基づいて真正に

成立したものと推定される。

２ 包括根保証契約に基づく保証債務の履行請求における信義則違反

本件包括根保証契約は，連帯保証人であるＹが主債務者であるＢとＦ銀行と

の継続的取引によって生ずる債務につき，保証期間及び限度額を定めずその一

切を保証する包括的な根保証契約であって，このような保証契約においては，

保証契約締結に至った事情，当該取引の業界における一般的慣行，債権者と主

たる債務者との取引の具体的態様，経過，債権者が取引にあたって債権確保の

ために用いた注意の程度，その他一切の事情を斟酌し，信義則に照らして合理

的な範囲に保証人の責任を制限すべきものと解するのが相当である。…本件消

費貸借契約①は，本件包括根保証契約成立からかなりの期間が経過した後の貸

付けであり，またその貸付額は，既往の実績をかなり上回る追加貸付で，さら

に本件包括根保証契約締結の際の事情と本件消費貸借契約①成立の際の事情は

変更していることも窺えるのであるから，Ｆ銀行としては，本件消費貸借契約

締結①の際，Ｙから個別保証を徴求するか，保証意思の確認をすべきであった

と考えられるのに，Ｆ銀行はＹから個別保証を徴求していないし，また保証意

思の確認をしたとも認め難い。…包括根保証をＹから徴求したＦ銀行としては，

根保証人たるＹの損害が不当に拡大しないように，主債務者たるＢとの個別取
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引について意を尽くして債権保全の措置をとるべき信義則上の義務があるとい

うべきである。…以上によると，ＸがＹに対して，本件保証債務の履行を徴求

すること自体を信義則に反するとまで評価することはいささか躊躇せざるを得

ないが，Ｙにその責任を全額について認めるのは適当ではなく，前記認定，判

示の事実及びその他諸般の事情を総合考慮すれば，被告が本件包括根保証契約

に基づき本件消費貸借契約①に関して負担すべき責任額は貸付残債権の元本額

の約４０％に相当する２２００万円をもって限度とするものと認めるのが相当であ

る。

３ 消滅時効の成否

ＸがＹに対して，１９９７（平成９）年３月７日，本件包括根保証契約に基づき

本件保証債務の履行を請求したことが認められ，同日から５年が経過したこと

は公知の事実である。…本件保証債務の主たる債務は１９９９（平成１１）年９月２１

日まで時効中断事由が存在し，その後２００４（平成１６）年２月２７日に本訴が提起

されているので，いまだ消滅時効は完成していないというべきである（民法１７４

条の２，旧破産法２４２条参照）。

� 研究

１ 問題の所在

本判決においては，包括根保証人の銀行に対する保証契約上の責任が，信義

則に照らして，貸金残元本の約４０％の限度までに制限された。信義則に基づい

て保証人の責任が限定された事例は，後述するように，目新しいものではない。

しかしながら，本判決では保証人の責任制限が広範に過ぎるととらえられ２），

しかも，制限の基準が明確に示されていないとして問題視されている３）。

２）角紀代恵「民法判例レビュー」判タ１２１９号（２００６年）１３頁。「包括根保証においては，債
権者に信義則違反がなくても，信義則に照らして保証人の責任を制限できるとする本判決
の立場は，制限の範囲が広すぎるように思われる」。

３）水野信次「金融商事実務判例紹介」銀法６６０号（２００６年）４２頁。「責任制限の基準を示さ
ないままに債権額の六割カットという債権者としては無視できない重大な結論を導いてい
る点で，看過し得ない裁判例であると考えられる」。また，無記名「コメント」金法１７６７
号（２００６年）３８～３９頁も「本判決が一般的に包括根保証契約に基づく履行請求を信義則に�
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本稿では，主として，本判決において示された信義則による保証人の責任制

限の枠組みを確認し，今後，保証契約における保証人の責任制限の法理を解明

するための予備的な考察を行う。

以下，本判決の叙述に従い，包括根保証における保証人の責任制限の一般論

の意義とその限界について確認した後で�，信義則の具体化について検討する

ことにしたい�。

２ 包括根保証における保証人の責任制限の一般論

裁判所は，まず，本件保証契約が，連帯保証人であるＹが主債務者であるＢ

とＦ銀行との継続的取引によって生ずる債務につき，保証期間及び限度額を定

めずその一切を保証する包括的な根保証契約であることを確認したうえで，「こ

のような保証契約においては，保証契約締結に至った事情，当該取引の業界に

おける一般的慣行，債権者と主たる債務者との取引の具体的態様，経過，債権

者が取引にあたって債権確保のために用いた注意の程度，その他一切の事情を

斟酌し，信義則に照らして合理的な範囲に保証人の責任を制限すべきものと解

するのが相当である」という一般論を提示する。

このような論述は，すでに，裁判例においては，しばしば見られるものであっ

た。

Ａ 包括根保証の有効性

根保証契約は，継続的取引によって生ずる債務を保証するものである４）。保

照らして合理的な範囲で制限することができるとする判断は，信義則違反でなくても，信
義則に照らして制限することができるとするものであり，いささか制限の範囲が広すぎる
おそれがあるようにも考えられ，今後の議論を呼ぶものである。また，本判決が本件につ
き貸金残債権の約４０％の範囲で保証人の責任を肯定した判断は，事例として参考にはなる
ものの，その前提事実の評価，責任制限の合理性，妥当性に問題を残しているようにも考
えられる」とする。
４）継続的な関係に基づき発生する不特定多数の債務の保証の把握については議論があっ
た。西村信雄編『注釈民法（１１）』有斐閣（１９６５年）〔西村信雄〕１４４頁は，この種の保証を
「継続的保証」と呼び，「継続的保証にあっては，保証人は，保証契約成立後その終了に
至るまで，終始，継続的に，抽象的基本的保証責任を負担し，契約所定の一定の事由の発
生するごとに，この基本的保証責任から派生的に発生する支分債務としての具体的保証債
務を負担する。一時的保証にあっては，かかる抽象的基本的保証責任とその支分債務たる
具体的保証債務とを区別する予知なく，保証人は当初から，一回的給付によって履行せら

�

�
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証期間及び限度額を定めずその一切を保証するものを包括根保証と呼ぶ。

従来，包括根保証は，保証の付従性や主債務（被保証債権）の特定，保証人

の負担の過大さ・過酷さとの関係で，その契約としての有効性が一応問題とさ

れえたものの５），判例において，将来発生する債務についての保証も有効であ

るとされ６），保証額や期間につき一切の制限がない包括根保証契約であっても

公序良俗違反とはいえないと解されて７），広く利用されてきた８）。

大審院大正１４年１０月２８日判決９）は，将来の不確定な債務の保証であるといっ

ても，結局は主債務の額によって画することができるため，それは保証契約の

有効性を左右せず，さらに，この種の取引における当事者の意思解釈または信

れうる具体的保証債務を負担するにすぎない。」と解する見解である。こうした理解によ
り，身元保証法（１９３３（昭和８）年制定）を類推適用するという法的構成がもたらされた。
これに対して，我妻栄『新訂債権総論（民法講義Ⅳ）』岩波書店（１９６４年）４６２～４６３頁は，
「継続的な取引関係から生ずる数多の債務を一定の決算期において（多くは一定の限度ま
で）保証しようとする保証債務」を「根抵当に対応する保証」として「根保証」と称する
という。「根保証・信用保証においても，保証人の一般財産による責任が現実の担保価値
として把握され，将来その保証が実現される際に，確定された債権によってその帰属と数
量とが決定される――それまでの経過における被担保債権の変動とは無関係である」とさ
れた。「継続的保証」と「根保証」はほぼ同義だとされるが（鈴木健太「根保証に関する
判例」加藤一郎＝林良平編『担保法大系第５巻』金融財政事情研究会（１９８４年）２７１頁），
今日では，「根保証」の方が一般に普及し，２００４年改正においては民法上の用語としても
採用された。民法４６５条の２によれば，「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務と
する保証契約」をいう。近時の学説（伊藤進「根保証」椿寿夫＝中舎寛樹編『解説 条文
にない民法』〔第３版〕日本評論社（２００６年）２１４頁）は，「�主債務が継続的に発生する
ことを前提としている（主債務の継続発生性）し，�継続的に発生する債務のうちどの債
務を対象とするかについては特定していない（不特定性）し，�その結果として……貸付・
返済の繰り返しの結果として主債務に発生，消滅が生じても保証債務には影響がなく，確
定時において継続的に生じた債務で残存している債務の一団が主債務になると決めている
点に特色がある（付従性の緩和）」とする。「根保証」の意義をめぐっては，元本確定前の
履行請求の可否や債権譲渡の際の主債務への随伴の有無等，未解決の問題が残されている
（内海順太「新保証制度における元本確定に関する検討」金法１７５９号（２００６年）３７頁，吉
田光碩「保証制度の改正が保証協会実務に与える影響」堀龍兒＝鎌田薫＝池田眞朗＝新美
育文＝中舎寛樹『担保制度の現代的展開』〔伊藤進先生古稀記念〕２０８～２２５頁参照）。

５）鈴木健太・注�２７１頁以下。
６）大判明治３５・１２・２３民録８輯１１巻１５６頁。
７）最判昭和３３・６・１９民集１３巻１０号１５６２頁。
８）典型例は，中小企業の経営者がその企業の取引上の債務を個人保証する場合であるが，
包括根保証の利用がそれに限定されてきたわけではない。
９）大判大正１４・１０・２８民集４巻１２号６５６頁。

�
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義の観念を根拠に，保証人が，相当の日時経過後は解約権を行使でき，さらに，

主債務の成立前に主債務者の財産状況が著しく悪化したときには直ちに解約権

を行使できるとした１０）。

Ｂ 包括根保証の範囲に関する制限

しかしながら，主債務の限度での責任でありさえすれば保証人にとって過酷

ではない１１），解約権が認められているから保証人の保護は十分に図られてい

る１２）というのは現実に反する。そこで，裁判例においても学説においても，

保証人の責任を合理的な範囲に制限しようとする流れが生じた１３）。

今日では，保証を，信義則に照らして，合理的な範囲に制限しようとする見

解が多数１４）を占める１５）。「保証人の責任を負うべき限度額が定められていない

１０）最高裁の立場も同じで，「期間の定めのない継続的保証契約は保証人の主債務者に対す
る信頼関係が害されるに至つた等保証人として解約申入れをするにつき相当の理由がある
場合においては，右解約により相手方が信義則上看過しえない損害をこうむるとかの特段
の事情ある場合を除き，一方的にこれを解約しうるものと解するのを相当とする」と判示
した〔最判昭和３９・１２・１８民集１８巻１０号２１７９頁〕。

１１）債権者から履行請求を受けた保証人は主債務者に対して事前に〔民法４６０条〕または事
後的に〔民法４５９条，４６２条〕求償権を行使すればよい。保証制度の法的構造としては，そ
れにより出捐の回復が可能であった。しかし，今日，主債務者に対する免責は債権者の保
証人に対する権利に影響を及ぼさないとする破産法２５３条２項に代表されるように，主債
務者の倒産が保証人の求償権の実効性だけではなく法的な形式をも奪う結果をもたらして
いる。近時，特別清算手続中の個別和解においてされた主債務者に対する債務免除が，債
権者の保証人に対する権利に影響を及ぼさないとされた事例さえ現れた〔東京地裁平成
１８・６・２７金法１７９６号５９～６３頁〕。なお，フランスの状況については，２００５年倒産法改正
（２００５年７月２６日法律８４５号）前のものであるが，拙稿「フランス倒産法における保証人
の法的地位（１）～（３完）」彦根論叢３５１号（２００４年）１３９～１５７頁，３５２号（２００５年）８１～１００頁，
３５３号（２００５年）１２１～１４１頁がある。
１２）解約権の行使可能性は保証人側の落ち度が問われる根拠にもなりうる。たとえば，東京
高判平成９・６・１９判時１６２４号９８頁。

１３）根保証・継続的保証の責任制限に関する裁判例を検討するものに，後藤勇「継続的保証
における保証責任の限度―最近の裁判例を中心として」判タ４４５号（１９８１年）１５～２８頁，鈴
木健太・注�２７１～２９１頁（特に２８０～２８８頁），新潟県弁護士会『保証の実務・保証否認か
ら求償まで』新潟県弁護士会（１９９３年）２２５～２５０頁，久保淳一「包括根保証人の責任」金
法１５６５号（１９９９年）４４～５０頁，平野裕之『保証人保護の判例総合解説』信山社（２００４年）等
がある。

１４）大判大正１５・１２・２民集５巻７６９頁以降，多数の裁判例が存在する。最近のものでは，
大阪地判平成１０・１０・１判タ１０３４号１７１頁，東京高判平成１１・１１・２５金判１０８２号２２頁，札
幌地判平成１７・９・１６金判１２２６号２６頁等がある。

１５）もう一方の有力な見解は，身元保証を継続的保証全般の指導的法則とみて，身元保証以�
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ときにも，その責任は無限の額に及ぶと解すべきではなく，当該保証契約のな

された事情，保証される取引の実情などによって，そこにおのずから合理的な

限度があるといわねばならない。従って，保証される債務が取引慣行に反して

不合理に拡大したときは，保証の限度は合理的な範囲に制限されるべきであ

る」１６）というものである。

Ｃ ２００４年民法改正による包括根保証の廃止

２００４（平成１６）年の民法改正により，保証人が自然人である場合の包括根保

証契約（厳密には，極度額の定めのない貸金等根保証契約）は無効とされるに

至った〔民法４６５条の２〕１７）。「根保証契約の保証人が負うこととなる責任の範

囲を金額的な面から画することにより，保証人の予測可能性を確保するととも

に，根保証契約の締結時において根保証の要否及び必要とされる金額的な範囲

についての慎重な判断を求めようとする趣旨」１８）で極度額の定めが必要とされ

る。そのため，個人が保証人となる貸金等債務の根保証については，今後は，

限定根保証１９）しか存在しえない。

Ｄ 信義則による責任制限と限定根保証

では，極度額（保証範囲）が限定されている限定根保証については，もはや

外の継続的保証責任の限度を判定するに当たっても身元保証に関する法律５条を類推し
て，たとえ無限的責任の契約文言があっても適当な限度に抑えるべきであるとするもので
あった（西村信雄『注釈民法』・注�１６３頁）。なお，西村博士は，信義則による解決はき
わめて硬直した「全か無か」的判断となり，身元保証法５条を類推適用して判断したなら
ばもっと弾力性のある妥当な解決が得られるとするが，今日では，信義則の適用によって
も「全か無か」的判断が導かれているわけではない。

１６）我妻栄・注�４７３頁。その他，松本恒雄「根保証の内容と効力」加藤一郎＝林良平編『担
保法大系第５巻』金融財政事情研究会（１９８４年）２３８～２７０頁，槙悌次「根保証」遠藤浩＝
淡路剛久編『現代契約法大系�』（１９８４年）７２～９４頁，林良平＝石田喜久夫＝高木多喜男
＝安永正昭（補訂）『債権総論』〔第３版〕青林書院（１９９６年）４６２～４７１頁等。

１７）吉田徹＝筒井健夫『改正民法［保証制度・現代語化］の解説』商事法務（２００５年），筒井
健夫『Q&A新しい保証制度と金融実務』金融財政事情研究会（２００５年），渡�博己「根保
証人保護法理等と保証制度の見直しにかかる平成１６年民法改正の意義」京都学園法学４８・
４９号（２００６年）１８９～２１６頁等。
１８）吉田徹＝筒井健夫・注�２８頁。
１９）石井眞司「限定根保証の法律関係」金法１０００号（１９８２年）６１～７７頁，片岡義広・菅原胞
治・塚本忠徳・中原利明・平戸邦俊・福井修「限定根保証をめぐる諸問題」金法１１６６号
（１９８７年）１１～１５頁等。

�
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信義則による責任制限は行われえないのか。限定根保証の極度額は当事者の意

思によって決められるが，極度額の決定には法律による制限がない２０）。した

がって，諸般の事情を考慮して保証人の責任範囲が限定される余地はなお残る

ものと解される２１）。

３ 保証契約における信義則の具体化

Ａ 本判決において考慮された事由

本判決は，保証人の責任制限の一般論を提示しつつ，その一般論のみで責任

制限を行ったわけではない。実際には，信義則上，債権者に要請される行為に

ついて，個別的な検討を行ったうえで結論を導いている。

本判決は，債権者である銀行の行為に関して，おおよそ，次のことを述べた。

�包括根保証の対象とされている取引について，その根保証契約締結後，長期

間（約７年）が経過しており，既往の実績をかなり上回る追加貸付をする際に

は，個別保証を締結しなおすか，保証人の意思確認をすべきである。�包括根

保証契約を締結している場合，根保証人の損害が不当に拡大しないように，主

債務者との個別取引において，意を尽くして債権保全措置をとるべきである。

そのように解したうえで，本判決は，��のそれぞれを行わなかった債権者に

対して保証人の責任を全額について認めるのは適当ではなく，諸般の事情を総

合考慮して，包括根保証契約に基づいて保証人が負担すべき責任額は２２００万円

であるとした。

問題は責任制限の具体的な根拠である。主債務者Ｂに対してＦ銀行が１億円

２０）吉田徹＝筒井健夫・注�３０頁。「合意により極度額を定める上では，主たる債務者の資
金需要，保証人の資力その他の諸事情が勘案されることとなろうが，この額の定め方につ
いて，法律上特段の制限は設けられていない。」

２１）東京地判平成１１・１０・２８金法１５９１号６３頁は，商工ローン会社との間で締結された保証限
度額１０００万円の連帯根保証契約について，諸般の事情を総合考慮して保証人の責任を５００
万円の限度に減額した事例である。さらに，錯誤等を理由に保証を一部の範囲のみ認めた
東京高判平成１１・１２・２５判タ１０２７号２９０頁，無効とした東京高判平成１３・２・２０判時１７４０
号４６頁等もある。他方，信義則ではなく，当事者の合理的意思解釈を根拠として，限定根
保証の保証人の責任（被担保債権の範囲）が制限された例もある〔東京高判昭和５５・９・
２９金法９５０号５２頁〕。伊藤進「根保証契約における被担保債権の範囲」『保証・人的担保論』
信山社（１９９６年，初出１９８１号）２５５～２５６頁。
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を融資する条件が，Ｂ所有の不動産への第１順位の根抵当権の設定であったが，

１９９１（平成３）年４月当時，Ｂ所有の不動産にはすでに根抵当権③（１番抵当，

債務者Ａ社，権利者Ｆ銀行），根抵当権④（２番抵当，債務者Ａ社，権利者Ｄ

銀行）が設定されていた。本件消費貸借契約①はＦ銀行に対するＡ社の債務の

帳簿上の付け替えのために締結されたものであるが，ともかく，１番抵当であ

る根抵当権③は１９９１（平成３）年４月３０日解除を原因に抹消登記がなされた。

２番抵当の権利者であったＤ銀行は根抵当権③と根抵当権①②との順位変更に

つき同意せず〔民法３７４条〕，Ｄ銀行の根抵当権④が根抵当権①及び②の先順位

となった。Ｂ所有の不動産は，１９９４（平成６）年１０月時点で，７０００万円で譲渡

されており，相応の担保価値を有していたはずであるが，Ｆ銀行に債権保全策

上，いささか軽率な点があった。つまり，Ｆ銀行は，主債務者であるＢにその

財産からの弁済を促すことなく，さらには，保証人Ｙが弁済の後に代位するで

あろう権利を失わせた。２２００万円の金額の根拠は，実際のところ，判決文上は

明確にされていない。しかし，本件の具体的事案を考えれば，広範に及ぶ保証

人の負担の減縮には，なお，債権者の担保保存義務〔民法５０４条〕や保証人保

護義務を説く学説２２）の影響が見受けられるように思われる。

Ｂ 学説の展開

本判決が言及した，�意思確認義務，�不当損害拡大回避義務は，近時，金

融庁の監督指針等で金融機関に要請されている事項に関わるものの２３），いず

れも民法上，個別条文によっては明文で規定されているわけではない。しかし，

学説には，古くから債権者の保証人に対する一般的注意義務に関する議論があ

２２）伊藤進「保証人の保護」『保証・人的担保論』信山社（１９９６年，初出１９８４年），平野裕之
『判例総合解説』・注�等。

２３）金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監
督指針」（http://www.fsa.go.jp/common/law/index.html, ２００７／３／２６）には，保証契約において
は債権者の地位に立つ金融機関のなすべきことが多数列挙されており，保証を利用するに
際して，金融機関の行うべき注意・配慮事項となっている。
たとえば，「業務の適切性」として，契約時における取引内容等の説明，契約締結の合

理的客観的理由の説明，契約の意思確認（行員の面前での契約者本人による契約書への自
署・押印が原則），契約書等の書面の交付，契約締結後の取引関係見直し等に関する説明，
延滞債権回収に際しての各段階における保証人に対する通知等が要請されている。
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り２４），今日，その必要性がなおいっそう強調されているところである。

保証契約における保証人に対する債権者の義務については，民法上，催告・

検索義務（連帯保証は対象外）〔民法４５５条〕，担保保存義務〔民法５０４条〕に関

する規定がある。身元保証法にも，債権者である使用者が身元保証人の責任を

惹起するおそれあることを通知する義務〔身元保証法３条〕，保証責任の限度

を定めるにあたって斟酌される使用者の監督義務〔身元保証法５条〕が定めら

れている。ただし，わが国においては，保証の多くが連帯保証であり〔民法４５４

条〕，また，担保保存義務免除特約の有効性も認められている２５）。そのため，

身元保証に関する上記義務を除けば，債権者の義務は，基本的に，周到に排除

されている。

いち早く，債権者の保証人に対する一般的注意義務を認める必要性を説いた

学説２６）においては，その根拠は保証一般の特殊性（利他性，人的責任性，無

償性，情誼性，未必性），継続的保証の特殊性（永続性，広汎性）に置かれて

いた。今日，保証契約における債権者の義務に関し，最も積極的な主張を展開

する近時の学説も，とりわけ情誼的保証人の保護の必要性を説く２７）。

このような構成は，保証人の置かれる過酷な状況を考えれば，一定の賛同を

得られるかもしれない。しかし，その反面，保証人といえども，契約自由の原

則に則り，自らの意思で契約を締結するのであり，保証契約にリスクは付き物

である，とする立場もまた厳然として存在しうる。情誼性等を中心に据えて保

２４）西村信雄『継続的保証の研究』有斐閣（１９５２年）２１３～２７５頁。
２５）大判昭和１２・５・１５新聞４１３３号１６頁，最判昭和４８・３・１裁集民１０８号２７５頁。なお，担
保保存義務免除特約が原則として有効であるとしても，契約当事者の意思の合理的解釈，
信義則違反または権利濫用によって，特約の効力に制限を加えるべきだと解されている（西
村信雄『継続的保証』・注�２５０頁，伊藤進・注�２６９頁，野田宏「保証と法定代位」『現代
契約法大系�』有斐閣（１９８４年）１１０～１１１頁，鈴木祿彌『注釈民法�』有斐閣（１９９３年）〔鈴
木祿彌＝山本豊〕３３１，４８３～４８４頁等。判例でも，債権者による担保保存義務免除特約の
効力の主張が信義則に反しあるいは権利の濫用に該当して許されない場合のあることは肯
定されているし〔最判平成２・４・１２金法１２５５号６頁〕，それを認めた裁判例もある〔東
京高判昭和５４・３・２６判時９２６号５８頁，福岡高判昭和５９・４・２６判時１１４３号９３頁（最判平
成２・４・１２の控訴審）〕。

２６）西村信雄『継続的保証』・注�２１３～２７５頁。
２７）平野裕之『判例総合解説』・注�６頁。
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証人に対する債権者の義務を議論しようとする場合には，とりわけ，完全に無

関係の第三者とはいえない本件のようなとき，保証人保護の必要性とその程度

は不透明となり，十分な説得力を欠くことになる。保証の情誼性等とは異なる，

保証人に対する債権者の義務の根拠が必要である２８）。

Ｃ 保証人に対する債権者の義務の明文化

保証人に対する債権者の義務に関して，わが国では，金融庁が，監督指針に

よって，債権者である金融機関をあるべき方向へと誘導しているのが現状であ

る。しかし，監督指針は金融庁と金融機関との間で用いられる指針に過ぎず，

それに反する行為が行われたとしても，直接的に私法上の効果がもたらされる

ことはない。

これに対して，フランスでは，近年，保証人に対する債権者の義務が民法典，

消費法典の上で明文化されるに至っている２９）。詳細な検討については他日を

期さなければならないが，保証人に対する情報義務〔民法典２２９３条２項３０），

消費法典 L．３４１―１条３１），消費法典 L．３４１―６条３２）〕，担保保存義務免除特約の無

２８）平野裕之「法人保証の特質―消費者保証と事業者保証」椿寿夫＝伊藤進『法人保証の研
究』有斐閣（２００５年）１０６～１２７頁は，保証の多様化を承認しつつ，消費者（ないし個人）
保証と事業者保証とを区別し，その上で，その柔軟な運用による中間的領域の処理を指向
する（１２７頁）。

２９）平野裕之「フランスにおける法人保証」金融法研究資料編１６号（２０００年）１８９～２１１頁。
３０）民法典２２９３条 主債務の無制限の保証は，債務に附帯する一切の義務に及ぶ。また，最
初の請求費用，保証人に対して請求を通知した後の一切の費用に及ぶ。
この保証が自然人によって契約されたとき，少なくとも年１回，当事者間で取り決めら
れた日に，それがなければ契約締結日に，保証人は，債権者によって被担保債務とこれに
附属するものの額の推移を知らされる。情報を通知しなければ，債権者は，その債務の利
息，費用，違約金のすべてを失う。

３１）消費法典 L．３４１―１条 別段の定めのある場合を除いて，保証人となったすべての自然人
は，職業的債権者によって，主債務者の不履行につき，弁済請求が可能な月において，弁
済が行われなかった時からすぐに，情報提供を受ける。債権者がこの義務に従わない場合，
保証人は最初の不履行日から保証人が情報提供を受けた日の間に履行期の到来する違約金
または遅延利息につき弁済義務を負わない。

３２）消費法典 L．３４１―６条 職業的債権者は，自然人に対し，毎年遅くとも３月３１日に，前年
の１２月３１日時点で被担保債務として残っている元本，利息，手数料，費用その他の額とこ
の契約の期間を知らせなくてはならない。この契約が期間の定めのないものである場合，
職業的債権者は，いつでも放棄できる権利とそれを行使する条件を思い出させる。それが
なければ，保証人は，前回の情報提供から新たな情報提供までの間，違約金または遅延利�
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効〔民法典２３１４条３３）〕，保証人の収入・財産と保証人の履行義務との相応性３４）

の原則〔消費法典 L．３４１―１条３５）〕等が次々に定められた。債権者がそれらの義

務を果さなかった場合，保証人をその責任から解放する効果がもたらされる。

４ 結びにかえて

信義則を根拠とした保証人の責任制限は，具体的妥当性の点では有益であろ

うが，債権者にとっても保証人にとっても予測が困難であり，法的安定性を損

なうおそれがある。ところが，信義則を根拠とする場合でも，本判決で言及さ

れていたように，信義則の具体化として現れる債権者の義務は，ある１つの特

定の事件限りで認められるものではなく，保証契約一般について，保証人の責

任制限のために，より具体的で明確な基準を提供するものだといえそうである。

とはいえ，本稿においては，信義則が，保証人の責任範囲を明確化するだけ

ではなく，債権者の行為を理由に保証人の免責をもたらす方向でも機能してい

ることをおぼろげに示したに過ぎない。裁判例の個々の事案の結果，導き出さ

れた具体的な基準を，再び，一般的なルールへと再構成するためには，それぞ

れの義務について詳細な検討が必要であろう。今後の課題としたい。

付記：本稿は，科学研究費補助金（若手研究（B）：課題番号１７７３００６６）の助成

を得て行われた研究成果の一部である。

息の弁済の義務を負わない。
３３）民法典２３１４条 債権者の行為によって，保証人が債権者の権利，抵当権及び先取特権に
代位できなくなるに至ったときは，保証人はその責任を免れる。これに反するすべての条
項は書かれていないものとみなす。

３４）《proportionnalité》には，「比例」「適合性」という訳語があるが，本稿では，保証人の収
入・財産に応じた責任という面を重視し，とりあえず「相応性」と訳しておく。「比例」
は金山直樹「フランス契約法の最前線―連帯主義の動向をめぐって」判タ１１８３号（２００５年）
９９～１１９頁，特に１０２～１０４頁，「適合性」はピエール・クロック／野澤正充訳「フランス担
保法の新たな展開」立教法学６９号（２００５年）９４～９５頁による。

３５）消費法典 L．３４１―１条 職業的債権者は，自然人によって締結されたが，その義務が契約
締結時に保証人に対しその財産と収入に明らかに不相応である契約を，保証人に対する請
求時に，保証人がその財産によりその義務に応じられない限り，利用できない。

�


